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１． 開会日時   令和 ６年１０月２８日（月） 午後 ３時５８分 

 

２． 閉会時間   令和 ６年１０月２８日（月） 午後 ４時２４分 

 

３． 開催場所   島原市役所有明庁舎 ３階大会議室 

 

４． 出席委員者の数 １３名 

１番 北浦 守金    ４番 稲田 勝     ６番 林田 靖仁     

７番 田浦 秀子    ８番 尾崎 栄     １０番 入江 敏昭    

１１番 森本 勝也   １３番 北尾 健一郎   １４番 祐田 久男    

１５番 林田 了星   １６番 太田 武春    １７番 金子 利範    

１８番 廣瀬 光德    

 

５． 欠席委員者の数  ５名 

 ２番 田上 豊     ３番 森 浩則     ５番 水本 正一郎   

９番 松﨑 慎太郎  １２番 米田 公明   １９番 村里 枝美子 

 

６． 農地利用最適化推進委員出席者の数  ２名 

   

安中  佐藤 幸平   池田  伊達 博明  

 

７． 報告事項 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について 

    

８． 議案 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請について 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第３号議案 非農地証明願について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 

第５号議案 農地中間管理機構を介した農用地利用集積等促進計画（案）について 

第６号議案 農地中間管理機構に対する農用地利用集積等促進計画（案）の要請について 
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午後 ３時５８分開会 

 

 

議長 

ただ今より、第１７回島原市農業委員会の総会を開催いたします。 

本日、１９番 村里 枝美子 委員、２番 田上 豊 委員、３番 森 浩則 委員、 

５番 水本 正一郎 委員、９番 松﨑 慎太郎 委員、１２番 米田 公明 委員は、所要 

のため欠席と連絡があっております。 

本日出席者数は、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により定足数に達しており

ますので総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名につきましては、島原市農業委員会会議規則第１５条第２項の規定によ

り、議長が指名することになっており、…番 ……委員、…番 ……委員を指名します。 

 

議長 

はじめに、事務局から報告があります。 

 

事務局 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について報告します。 

以降、着席にて、ご説明させていただきます。 

議案集１ページに記載のとおりで、３件 ３筆 ５，８０３平方メートルの届けがありま 

した。 

以上で報告を終わります。 

 

議長 

ただ今の報告に対して、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご質問等がないようですので、議案に入ります。 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番を上程いたし 

ます。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番について説明し 

ます。 

１番の譲受人及び譲渡人は、議案集２ページ、１番に記載のとおりで、田 ４筆 ２,６１４ 

平方メートルを売買するための申請です。 

取得後の耕作面積は、１９，０３２．７６平方メートルで、農機具は、トラクター １台、 

コンバイン １台、移植機 １台、耕転機 １台を所有しており、すべての許可要件を満たして 
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おります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたし 

ます。…… 委員。 

 

（ …… 委員） 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番について報告 

します。 

譲受人は、５３年の農作業暦があります。妻と農業を営み、水稲・キャベツ・ブロッコリーを 

作付けし、自宅から１キロメートルということで問題なしとみております。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第１号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第１号議案の１番について、許可することにご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定によ

る許可申請の１番は許可することに決定いたします。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番について説明します。 

賃借人及び賃貸人は、議案集３ページ、１番に記載のとおりで申請地１７６平方メートルを 

借り受け、駐車場用地として利用したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種居住地域であることから、第３種農地と判断しておりま

す。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 
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議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたしま

す。…… 委員。 

 

（ …… 委員） 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番について報告します。 

申請地は……の一角にあり、宅地に囲まれています。 

切土造成し、雨水は自然流下となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第２号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の 

１番は許可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定いたします。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの１番を上程いたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの１番について説明します。 

申出人は、議案集４ページ、１番に記載のとおりで、昭和６２年月日不詳頃から、宅地（住宅 

用地）として利用しています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたしま

す。 …… 委員。 

 

（…… 委員） 

第３号議案 非農地証明願いの１番について報告します。 

申請地は……の一角にあり、北側、東側、南側は宅地、西側は農地となっております。 

現地を見ますと、宅地となっており、非農地証明を交付することに問題なしと見て参り 
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ました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第３号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょう 

か。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案 非農地証明願いの１番は非農地証明書を交付 

することに決定いたします。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの２番を上程いたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの２番について説明します。 

申出人は、議案集４ページ、２番に記載のとおりで、平成１１年月日不詳から雑種地（精米所 

用地及び狭小地）として利用しています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたし 

ます。…… 委員 

 

（…… 委員） 

第３号議案 非農地証明願いの２番について報告します。 

申請地は……の一角にあり、甲……番…は、北側は道路、東側は雑種地、南側は農地、 

西側は道路となっております。 

また、甲……番…は、北側は農地、東側、南側は雑種地、西側は道路となっております。 

現地を見ますと、雑種地として利用されており、非農地証明を交付することに問題なしと 

見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 
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ただ今、説明がありましたが、第３号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の２番は非農地証明書を交付してよろしいで 

しょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案 非農地証明願いの２番は非農地証明書を交付 

することに決定いたします。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの３番を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの３番について説明します。 

申出人は、議案集４ページ、３番に記載のとおりで、平成１１年月日不詳から、雑種地（精米 

所用地）として利用しています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたし 

ます。…… 委員 

 

（…… 委員） 

第３号議案 非農地証明願いの３番について報告します。 

 申請地は……の一角にあり、北側は農地、東側は宅地、南側は里道、西側は農地となって 

おります。 

現地を見ますと、雑種地として利用されており、非農地証明を交付することに問題なしと 

見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第３号議案の３番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長（北浦 守金 会長） 
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ご意見等がありませんので、第３号議案の３番は非農地証明書を交付してよろしいで 

しょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案 非農地証明願いの３番は非農地証明書を交付 

することに決定いたします。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの４番を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの４番について説明します。申出人は、議案集４ページ、 

４番に記載のとおりで、平成１５年月日不詳から雑種地（駐車場）として利用されています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたし 

ます。…… 委員 

 

（…… 委員） 

第３号議案 非農地証明願いの４番について報告します。 

申請地は……の一角にあり、北側は宅地、東側は道路、南側は水路、西側は宅地となって 

おります。 

現地を見ますと、雑種地となっており、非農地証明を交付することに問題なしと見て参り 

ました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第３号議案の４番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３議案の４番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 
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議長 

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案 非農地証明願いの４番は非農地証明書を交付 

することに決定いたします。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの５番を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの５番について説明します。 

申出人は、議案集４ページ、５番に記載のとおりで、平成１２年月日不詳から宅地（農業用倉 

庫用地）として利用されています。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたし 

ます。…… 委員 

 

（…… 委員） 

第３号議案 非農地証明願いの５番について報告します。 

申請地は……、……の一角にあり、北側は道路、東側、南側は農地、西側は道路となって 

おります。 

現地を見ますと、宅地として利用されており、非農地証明を交付することに問題なしと見て 

参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただ今、説明がありましたが、第３号議案の５番について、ご意見等はありませんか。 

 

（…… 委員） 

はい、議長。 

 

議長 

…… 委員どうぞ。 

 

（…… 委員） 

お尋ねします、農業用倉庫となっていますが、農業用倉庫は雑種地ではないのですか。 

倉庫が宅地ですか。 

 

事務局 

議長。 
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議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

倉庫も宅地となります。（建物が建っているので、地目は宅地となります。） 

 

（…… 委員） 

はい、わかりました。 

 

議長 

他に、ご意見等はございませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３議案の５番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案 非農地証明願いの５番は非農地証明書を交付 

することに決定いたします。 

 

 

 

次に、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について、上程

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

先月の総会時に、１０月から変更するとしていましたが、第４号議案及び第５号議案につ 

いては、変更前の様式による議案となります。 

それでは、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 

説明します。 

農業経営基盤強化促進法附則第５条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画（案）の承認 

を得ようとするものであります。 

利用権設定については、議案集５ページから６ページに記載のとおりで、耕作権の新規 

設定 ３件 １４筆 １０，１０４．５２平方メートル、、耕作権の再設定 １件 ７筆  

４，２１５．００平方メートルです。 

 次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、議案集７ページに記載のと 

おりで、３件 ６筆 ４,２３９．００平方メートルです。 
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合計で７件 ２７筆 １８，５５８．５２平方メートルです。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第４号議案を承認することに決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議なしと認めます。よって、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積 

計画（案）を承認することに決定いたします。 

次に、第５号議案 農地中間管理機構を介した農用地利用集積等促進計画（案）について上程 

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

  

事務局 

  第５号議案 農地中間管理機構を介した農用地利用集積等促進計画（案）について説明しま 

す。 

議案集の８ページをご覧ください。 

この議案は、農地中間管理事業の実施に関する規程に基づき、２１筆、 

１４，３１９．５２平方メートルの農地について、島原市から農用地利用集積等促進計画（案） 

が提出されましたので、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項に基づき農用地 

利用集積等促進計画を定めることを農地中間管理機構へ要請するものです。 

別添② 添付資料の１ページを併せてご覧ください。 

農地中間管理機構を介した農用地利用集積等促進計画（案）の受け手の詳細について、記載を 

しております。 

農地の受け手の「取得後の耕作面積」、「農機具の詳細」、「農作業従事日数」、「農業従事 

者」、「作物の種類」などを記載しており、４８名の方全員、すべての許可要件を満たしており 

ます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただ今の説明に対して、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 
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議長 

ご意見等がありませんので、第５号議案は、問題なしということで、農地中間管理機構へ要請

してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第５号議案 農地中間管理機構を介した農用地利用集積等促進計

画（案）は、問題なしということで、農地中間管理機構へ要請することに決定いたします。 

  次に、第６号議案 農地中間管理機構に対する農用地利用集積等促進計画（案）の要請につい 

て上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第６号議案 農地中間管理機構に対する農用地利用集積等促進計画（案）の要請について説明 

します。 

議案集の９ページから１２ページをご覧ください。 

  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づき、８０筆、 

８０，６９１．１８平方メートルの農地について、農用地利用集積等促進計画を定めることを 

農地中間管理機構へ要請するものです。 

別添③ 添付資料の１ページから４ページを併せてご覧ください。 

農地中間管理機構に対する要請にかかる農地の受け手の詳細について、記載をしております。 

農地の受け手の「取得後の耕作面積」、「農機具の詳細」、「農作業従事日数」、 

「農業従事者」、「作物の種類」などを記載しており、３５名の方全員、すべての許可要件を 

満たしております。 

 

議長 

ただ今の説明に対して、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第６号議案は、問題なしということで、農地中間管理機構へ 

要請してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第６号議案 農地中間管理機構に対する農用地利用集積等促進 

計画（案）の要請については、問題なしということで、農地中間管理機構へ要請することに 

決定いたします。 
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議長 

以上で、第１７回島原市農業委員会に付議されました案件はすべて議了しました。 

これで、第１７回島原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

終了時間 午後 ４時２４分 


